
    
 
 
 

ＰＴＡ総会（書面決議）開催のご案内 

木々の緑も色鮮やかになってまいりました。保護者の皆様にはご健勝のことと拝察申し上げます。 

さて、今般世界流行しているコロナウイルスの感染拡大の観点により、学校側とも協議した結果、た

くさんの PTA 会員が一堂に会する総会開催は困難と判断し、特例ではございますが、PTA総会を会議

における決議ではなく、書面による決議とさせて頂きます。 

学校ホームページにおいて議案書（本書）を掲示させて頂きました。こちらをご一読頂き、「マチコ

ミ」のアンケート機能を使った「PTA 総会承認アンケート」のご回答を頂く方法により、議決権を行

使して頂きますよう宜しくお願い致します。 

学校にお集まりいただく PTA 総会とは違い、委任状の返信はありません。 

会員の皆様のご理解・ご協力を宜しくお願い申し上げます。 

なお、本校 PTA 規約には総会開催手続きについての明確な規定がございませんでしたので、本総会に

おいて一部規約を改定したいと考えております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

※本総会をもちまして、旧役員、旧会計監査、旧常置正副委員長の解任とさせて 

いただきます。 

※総会にあたり、「承認アンケート」を５月８日(金)までに回答お願いします。 

※アンケート集計後、結果を「マチコミ」にて配信いたします。 

 

記 
１ 締め切り ２０２０年 5 月 8 日  
２ 方 法  マチコミを使用した承認集計 
３ 議 題   (1) ２０１９年度 PTA 年間活動報告承認の件 

(2) ２０１９年度 PTA 会計決算承認の件 
         ・決算・会計監査報告 
        (3) ２０２０年度 PTA 年間活動計画案承認の件 

(4) ２０２０年度 PTA 予算案承認の件 
        ・活動計画案・予算案報告 
       (5) PTA 規約・細則改正の件 

          ・規約９章２９条【２項新設（書面決議）、３項新設 
（書面又は電磁的方法による議決権行）】 

        ・規約９章３０条（一部内容改定） 
        ・規約９章３１条（一部内容改定） 
４ 報 告   (1) 学校後援会・ サークル紹介 
        ・いちょうの会 
        ・くるみの会 
        ・スポンジテニス同好会 
       (2) 新 PTA 役員・新会計監査・新常置正副委員長紹介 
        ※学校再開後、改めて紙面にて配布いたします。 

２０２０年４月２４日 
【 № P 2 0 0 4 0 1 】 
横 浜 市 立 白 幡 小 学 校 
P T A 会長 櫻井匡樹 
校    長  鈴木秀一 

家 庭 数 配 布 
PTA 会員の皆様 



6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 備　考

・給食試食会準備
・イベント企画

・給食試食会準備 ・給食試食会開催 ・給食白衣点検
（1～3年生、5.6組）
・成人だより発行

・給食白衣点検（４～６
年生）
・イベント（救命講習
会）準備

・救命講習会開催
･区P連秋の研修会出
席

・成人だより発行 ・給食白衣点検
　（1～3年生、5・6年
生）

・給食白衣点検
（4～6年生）

・次年度へ引継ぎ

・紹介号発行に向け
　準備・制作

・写真撮影
・原稿依頼
・写真原稿のﾁｪｯｸ
・制作会社と打ち合わ
せ

・印刷会社への発注・
受取
・　「紹介号」発行

・紹介号発行までのふ
り返り
・まとめ号発行に向け
準備・原稿依頼

・サマースクール写真
撮影・取材

・校内行事写真撮影
・原稿チェック

・区Ｐ連研修会出席
・運動会写真撮影
・制作会社との打ち合
わせ

・まとめ号チェック
・公開授業研究会撮影
手伝い

・印刷会社への発注 ・まとめ号発行 ・アンケート集約 ・次年度へ引継ぎ

・こども110番協力宅
　を訪問し掲示依頼
　と確認
・新登校班名簿作成

・PTA総会
・第一回登校班会議
・スクールゾーン対策事
業説明会

・地図（おたすけマッ
プ）作成
・学家地連総会出席
・地区懇談会出席

・ｽｸｰﾙｿﾞｰﾝ懇話会 ・校外広報誌
　「校外だよりNo.1」
　発行

・第2回登校班会議 ・区Ｐ連研修会参加 ・新登校班編成開始 ・新年度登校班編成
・新校外委員選出
・各地区新登校班係
　選出

・校外広報誌
　「校外だよりNo.2」
　発行
・新校外委員選出

・学家地連総会出席
・こども110番自治会
　回覧文書配布
・次年度正副決め
・役割分担決め
・校外委員引継ぎ

・こども110番
　掲示依頼と確認
・新登校班係説明会

学
年
委
員
会

・係の分担 ・1、2年生懇親会
　準備
・カーテン洗濯ボラン
ティア募集
・懇親会開催

・パトロ-ルステッカ-
　作成・配布(5～6月)

・第1回学校保健
　委員会出席
・市学校保健会
　神奈川支部総会
　出席
・間仕切りカーテン、各
クラスのカーテン洗濯

・運動会景品準備 ・校長室カーテン洗濯
・区P連秋の研修会出
席
・学年費会計監査手
伝い

・卒業関連引継ぎ ・特別教室カーテン洗
濯

・第2回横浜市
 学校保健会
 神奈川支部
 保健大会出席

・卒業関連業務
　（花束準備他）

・窓ふき
・学年費会計監査手
伝い
・次年度へ引継ぎ

ベ
ル
マ
ー

ク
係

・年間集会日決定 ・新旧引継ぎ
･ボランティア募集のお
手紙発行
・回収BOX補修
・ベルマーク運動説明
会出席

・ベルマーク集会
･新年度版チラシ配布
・地域回収協力店ポス
ター張替え
・協力幼稚園へ回収協
力のお願い　　・ベル
マーク運動説明会出席

・ベルマーク集会 ・ベルマーク集会
・ベルマーク集計＆発
送作業

･ベルマーク集会 ・ベルマーク集会
･回収BOX補修

・ベルマーク集会 ･ベルマーク集会
・ﾘｺｰﾀﾞｰﾍﾞﾙﾏｰｸ回
収文書発行

・ベルマーク集会
・集計、発送作業

・ベルマーク集会
・次年度正副引継ぎ

*毎月各教室前の
 ベルマークと、
 地域域9ヶ所の
 ベルマークや
 ｲﾝｸｶｰﾄﾘｯｼﾞを回収
＊運動会、公開授業研
究会にてお手伝い

本
部
役
員

・入学式出席
　受付・準備手伝い
・予算本会議
・会計監査

・ＰＴＡ総会開催
・区ＰＴＡ総会出席

・地区懇談会出席
・学家地連総会出席
・市Ｐ連総会出席

・PTA五校連絡
　協議会出席

・サマースクール
　受付手伝い

・運動会準備
・運動会ボランティア
　募集・分担決め

・区P連研修会
 参加
・運動会来校者受付

・公開授業研究会来校
者受付
・新年度役員決め

・区P理事会＆親睦会
出席
・区P主催健康推進イ
ベント開催
・ｸﾘｽﾏｽｺﾝｻｰﾄ
　手伝い

・新1年生説明会
　PTA資料準備
・新1年生説明会
　出席

・予算案検討会議
・学家地連総会出席
・役員新旧引継ぎ
・新2～6年常置委員決

・PTA年間活動計画
　検討会議
・卒業式出席、
　準備・受付手伝い
・離任式出席

＊5・8月を除き毎月
 役員会・運営委員会
＊「PTA Navi」を年に３
回発行

推
薦
委
員
会

・新1年生常置委員
 選出
・常置顔合わせ会
 開催

・新旧引継ぎ ・第1回推薦委員会 ・次年度常置委員
　選出ｱﾝｹｰﾄ配布

・次年度運営本部
　役員選出

・新2～6年生常置
　委員選出

・次年度本部役員
　告示
・新2～6年常置委員
選出

*6月以降、
 8月を 除き定例会

＊運動会、公開授業研
究会にてお手伝い

学
年

運
営
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部
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5月4月

2019年度　ＰＴＡ年間活動報告

*5、8月を除き、
 毎月定例会

*正副委員長のみ
　毎月（5、8月を除）
　運営委員会参加
　入学式・卒業式に
　出席

＊運動会、公開授業研
究会にてお手伝い

成
人
教
育

広
報

校
外







 
 

                 PTA 規約の改定案    2020年５月１２日改正案 
 現 在 改 定 案 

 
第９章  総会 
２９条  

1.  総会は、定期総会及び臨時総会とする。 
    定期総会は各年度１回、原則として５月に

開催する。臨時総会は、運営委員会が必要

と認めたときまたは、会員の十分の一以上

の要求があったときに開催する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３０条 総会は委任状を含めて、会員の二分の一以

上の出席をもって成立とする。 
 
 
３１条 議事は出席者の過半数で決する。 

 
第９章  総会 
２９条 

1. 総会は、定期総会及び、臨時総会とする。 
    定期総会は各年度１回、原則として５月に

開催する。 
臨時総会は、運営委員会が必要と認めたと

きまたは、会員の十分の一以上の要求があ

ったときに開催する。 
 
   2. 総会は、原則として会議により開催し決議

するが、災害時などの緊急事態のため会議

を開くことが出来ないなどの止むを得な

い場合には、学校ホームページやウェブを

利用するなど、事前に運営委員会が定める

方法により、会議を開かず書面決議を行う

ことができる。 
 

3. 事前に運営委員会が定めた方法による場合

には、書面又は電磁的方法による議決権行

使ができる。 
 
３０条 総会は、委任状を含めて、会員の四分の一

の出席（書面又は電磁的方法による議決権

行使者も含む）をもって成立とする。 
 
 
３１条 議事は出席者による議決権行使及び書面又

は電磁的方法による議決権行使の過半数

で決する。 
 

  



◆ 白幡小：いちょうの会 ◆ 

白幡小学校：いちょうの会は、平成２１年５月に学校創立の翌年から白幡小学校を見守

っている大いちょうにちなみ、「白幡小いちょうの会」と命名し、PTA の OB・OG によるメ

ンバ－構成で活動しております。 

活動目的としまして、白幡小学校の「教育活動」、「学校環境」の充実を図り、子供たち

の健やかなる成長を願い、学校のニーズに対応できる組織として、また、学校や PTA の受け

皿として、地域・団体・企業の繋ぎ手として、学校を中心にとりまく教育活動の活性化に取

り組んでいます。 

主な事業としましては、学習補助活動として年間２０回ほど開催しています「土曜塾の 

読み書き算・なかよし英語」や、前期、後期で行う「漢字チャレンジテスト」、また、夏休

み期間中に開催いたしますキャリヤ体験学習の「サマ－スク－ル」などの活動。 

また、１年生を対象にし企業と連携しての「体力向上プログラム」や、音楽や映像を通して

世界を感じる「クリスマス・ナイト」等々、その他にも様々な事業を企画立案し取り組んで

まいります。 

 白幡小いちょうの会は、今後も学校・ＰＴＡ・地域皆様とも連携をして、学校を中心に子

どもたちへの教育支援を、発信してまいりたいと考えます。皆様のご理解ご協力のほど、宜

しくお願い致します。 



白幡小学校 くるみの会！！
私達「くるみの会」は、保護者や地域の方々で構成す
る、絵本の読み聞かせｻｰｸﾙです。（現在37名）

くるみの会とは？？
①毎月１～2回木曜日の8時25分～8時40分に全ｸﾗｽ
の教室を訪問して、読み聞かせをしております。
☆勿論、自分のお子さんのクラスもまわります！
②絵本はご自宅のもの学校の図書室のなんでもOK！
③お子さんの学校での様子も観ることもできます。
④色々なお知り合いが増えます。（保護者・地域等））

どなたでもご入会できます！！
①ご興味のある方は、まずはご見学から！！
②年１回の出席でもOK!
③男の人の声で読む絵本は、違った魅力があります。
お父さんも是非、お待ちしております！！
パパ友が出来ます。
④上手下手は全く関係ありません。全員素人です。

連絡先：kuruminokai2019@gmail.com
担当者より返信をします。(若干、お時間を頂く場合があります。)

松
坂

常
徳
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み

の
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